
問 スポーツ青少年課
　 ☎ 892-0121

問 税務室市民税係
　 ☎ 892-0121

問 情報マーケティング課　 　
　 ☎ 892-0121

 R8 年度 スポーツ教室 

市・府民税の申告 
　R8年度市・府民税申告（R7年中の所得等に基づく申告）の受付を行います。
日時　2/16㈪～ 3/16㈪9:30～12:00、13:00～16:00（平日のみ）
場所　市役所別館1階　
※郵送での申告も可（〒576-8501〈住所記入不要〉税務室市民税係）。
申告に必要なもの　
▷市・府民税申告書（申告会場にも用意しています）
▷給与や公的年金の源泉徴収票、収入金額や必要経費がわかる明細書等
▷生命保険料や地震保険料の控除証明書、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書、医療費の明細書等
▷マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カードなどの番号確認書類（本人・扶養親族分）および
本人確認書類（運転免許証等）
※収入や控除に係る資料は原則返却不可。
申告が不要な方
▷R7年分の所得税の確定申告をした方
▷R7年中に課税される所得がなかった方（課税証明書の発行や国民健康保険の算定などで申告が必要
になる場合があります）
▷前年中が給与所得・公的年金等に係る所得のみで、各所得の支払者より支払報告書の提出がある方
（各支払報告書に記載のない所得控除等を追加適用する場合は申告が必要です）

※市内在住、在園、在学者対象。年齢・学年等はいずれもR8.4/1時点のものが対象です。
内容　▷子どもスポーツ教室：跳び箱、平均台、マット運動、縄跳び

▷幼児スポーツ教室：跳び箱、マット運動、小さな障害物をクリアするサーキットトレーニング
▷ジュニアスポーツ教室：リズム体操、マット、跳び箱、鉄棒、ボールを使った運動等（他の児童
と協力する内容が多数）

申込　2/14㈯までにWeb予約
注意点　▷応募多数の場合は抽選。

▷案内は３月以降に送付します。
▷健康に不安がある方や持病がある方は、事前に医師の診断・相談を受けた上で、
お申し込みください。

教室名 日時 場所 対象 定員 費用

子どもスポーツ教室 毎週水曜日
15:30～16:45

第一児童
センター 小学1･2年生 20人

程度

年間1万4,000円
（1回400円）/人

幼児スポーツ教室A 毎週水曜日
16:10～17:00

青年の家
101号室

年少・年中の幼児 20人
程度

幼児スポーツ教室B 毎週水曜日
17:10～18:00 年長の幼児 20人

程度

ジュニアスポーツ教室A 毎週土曜日
9:30～10:40 小学１～３年生 25人

程度

ジュニアスポーツ教室B 毎週土曜日
10:45～11:55 小学４～６年生 25人

程度

 業務システムの
 標準化に伴う字形・帳票様式の変更
　国が進める全国自治体への業務システム標準化により、今後、市の一部業務について、システムで
使用する文字の字形や証明書等の様式が標準仕様に統一されます

　行政事務標準文字とは、全国の自治体が同じ文字を使うためにデジタル庁が作成した
文字規格です。行政事務標準文字への変更に伴い、一部の文字で文字の形（字形）が変わり
ますが、文字自体（字体）は変わりません。詳細はデジタル庁HPをご覧ください。
※戸籍・戸籍の附票に関しては、標準化後もこれまでの文字を保持し続けます。

文字の字形が行政事務標準文字に変わります

2/24㈫から標準準拠システムに変更予定の業務システム

部署名 対象業務

市民課 住民基本台帳、印鑑登録
※戸籍・戸籍附票は1/26に変更済。

医療保険課 国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金、健康管理

税務室 個人住民税、法人住民税、固定資産税、軽自動車税

高齢介護課 介護保険

学校教育課、まなび支援課 就学

健康増進課、こども家庭室 健康管理

こども園課 子ども・子育て支援

選挙管理委員会事務局 選挙人名簿管理
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